
現代におけるカント実践哲学の意義

111根　共　行

はじめに

1走去命法　道徳的と不道徳的の峻別

2　∴普遍的実躁朝で

3　日律とH‥1

4　なぜ人を殺してはいけないか

51に言命法が2つ関連する場合

6　現代社会とカント実践汁で

はじめに

カント実践作サの核は、「定言命法」である（ril）。定J命法は、人間の日

韓の表現である。人間の【‘仲は、人間に「1両を′Jえる＝定言命法は、実践にか

かわる倫神仙かつ論卿的領域での命題であり、絶験に依拠しない‖それゆえ、

「いつでも・とこでも一という絶対的ノr′用をもつ。カント′実践干潮ま、絶州ゾ1

と普追付成瀬」掟とする思想である。

カント実践什芋で描かれている人F封像は、利」主義でも利他主義でもなく、

人町相互の対等を意闇している，自己と他糾）対制刊は、文円い被支配の「下

関係を認めか、。人け昭H句の対等性は、社会の成日の平等竹の実現を求めるrJ

自由で半等な人間の八回体としての社会の」夫硯が目紀1】：であるし

現代において、カント実践汁才の批判的倹封は依然として重要な課題である。

最大の論点烏、絶対「誼と相対干義の川肘の関係である。「郷に入っては、郷

に従え」という相対ヰ義は、十分考慮されねばならない。。の「いつでも・
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現代におけるカント実践哲学の意義仙根）

どこでも」という稚対主義と、とこでどのように折り合いをつけるのか。この

論点を、本稿の前、ド（1－5）で、立ち入って検討する。

20世紀後半以降の現代社会において、カント的思想のR指した事柄は、との

ような形でとの柑空実現されてきているのか。この論点を、本稿の後、1′（6）

で、検討する、とりわけ、アクチュアルな論点としては、20世紀末以降の「愉

敵化」の進展がもたらしている諸現象を考察する必宴がある。他者にたいする

無関心・コミュニケーションの形態の変貌・時間と空間にたいする感党の変

質・匪才，竹の功罪・歴史憎の喪失など、新しい状況も山城している。新しい状

況の出城により、人Ⅷ性は、いっそう豊かに育まれてきているのか、それとも、

人間件は貧しくなってきているのか。カント以降の哲学・u想の流れのなかで、

考察すべき論点である‖

1　定言命法

他者の金銭を自己のものとするための虚偽の約束は「遺徳的」ではないノ　わ

たしが友人から、il川中に返済するからと約束し、じつは返すあてのないまま、

お金を借りる。そしてそのまま、返済せずに牧田するなら、結局、この場合、

「汁・欺に等しい行烏となる。カントは、この行おの不道徳性を、論理的なオ伯せ

川いて明らかにしようとする（仕2）。

私の格律「わたしは、お金が必要な場合は、友人に虚偽の約束をしてもよい」

が1里相性を把持できるかとうか。カントは検討のノJ法として、橋律のi詰「わ

たし」を、l竹越l′【のある「わたしたち」あるいは「わたしたちそれぞれ」にi；〉■J

き接えること捉昭する。「わたしたちは、お金が必要な場合は、友人に虚偽の

約束をしてもよい」1このようにln吾力叩き抱えられた場合、もし論珊的なオ

店が年じるなら、その格律は、不道徳的であり、もし小店が生じなければ、道

徳的とみなすことができる。

まず、友人に対しわたしは、実質的に「封の所有する金銭は、わたしのもの

だ」と主張することができると考える。これが私の格仲だ。しかし、主語が「私」

から「わたしたち」に田き抱えられると、この「訳の所有する金銭は、わたし
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硯代におけるカント実賊哲半の意義（価根）

のものだ→というま／JたくいTJじト張を、別の友人がわたしに刺して手張するこ

とを、わたしは認めさるをえない－　つまり、私たけに何かが認められているの

ではない‖私に認められていることがらは、私の別の友人にも認められている

と、考えなければならないからだ、そうすると、友人の金銭烏、私のものであ

り、かつ、わたしのものではなく、つまり、わたしの別の友人のものとなる。

ここに、目論群的なオ婿が1じる。

このオ眉は、換言すると、あるものが、わたしのものであり、同時に、わた

しのものではない、と表現できる目

論即的オ盾が隼じるかかか、これは、ある桁律を道徳的とみなしうるか吾か、

を検証する丁順であるrlそもそも、ある格律の道徳件よ、この検証の際に論坪

的オ盾を生まない、人間相互の関係そのものに基づくのであるr，衡iすると、

ある　部の人たちにのみ特権を認め、他の人たらには‖隼の権利を．認めない場

合、この棟隈と行鵜は、不道徳的とみなすことになるのたJ一部の人たちを優

遇しない、‾部の人たちを特別扱いしない、川千と日分を同じように扱う、こ

の他者とnJのいボケ性・対等件が遺徳的行為の実質的虻根拠になっているの

だJ

2　普遍的実践哲学

カントは、論理的す盾を用いた検．．1上により、子偽の遺徳性・不道徳凹が明ら

かにできる、と考えている日にLj命日、により、いかなる場汁にも、なすへき道

徳的行おと避けるべき小道徳行偽は、峻別できる、とみなしている「行為にか

かわる他の諸々の条件は、このl根りにおいて、たとえ2次杓に‾在要な働きをも

つとしても、それは、あくまで、2次的な柴末に過ぎな、。経験の領域におけ

る様々な変l大い洲・射砂例き、†ム統・文化の相違なと、行偽にl狙わる諸々

の只休的条†′は∴美肌普廿の出的な－掛大ははみなされない∩むしろ、この厳

格さゆえ、普遍的′夫柁汁、才の可削1が、ここに帆．」Eされている、とrjえるだろ

うrノ
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現代におけるカント実践酔芋の正義（山路）

3　自律と自由

半等・対等の人l削関係と並んで、実践哲学において重要な役割を揮うのカ江口

巾」の概念である。カントは、能動的な悟竹（理件）と受動的な感刊の区別を

根拠に、人間に固有な「白日しの概念を、考えるノ」・決断する力に求める。外

附二依拠する受動的な感性は、外界のそして人間固有の身体の相対性に依存し

ている。だから、粁遍主義的実践哲学における「白l圧上概念も、J離lの領域か

らいったん離れた場で確一丁／されねばならない。自らが自らに行おの基準と判断

を与える－【／＿場、それが定言命法に基つく日律である。そして、この白律に基つ

く行鵜が、Hmな行為とみなされる。

公1歳lのフランコで数人の7－棋たちが遊んでいる。それぞれの千机は、フラン

コを、順番を丁って、決められた時間内、あるいは決められた回数莞け、遊ぶ。

遊ぶルールは、／供たちに、ド等を保証する。大きな／も、小さな／も、封のイ

も女のイも、l干な「も下手な千も、IHjじように楽しく遊へるようなルールが

望ましい。ルールを守らない乱暴者は、仲間に入れてもらえない。自分だけ特

別扱いしてもらいたい「供、白分だけは、好きな時に好きなたけフランコにの

れると勘違いしている了供は、／供たちのあいだに求められている、†′等刊を坪

解していないことになる。

しかし、決められたルールに従って楽しく遊んでいる限り、カント的には、

そこには、白‥Ⅰはない、と言わさるをえない。／供たちは、什力のないことだ

が、未熟である。FJl分たちで、白分たちの遊ぶルールを作りだしてこそ、白山

に遊べるのだ。自律のないとところに、白山はない。

4　なぜ人を殺してはいけないか

なぜ人を殺してはいけないか。カント的には、′1命の尊さ、殺人行おの残虐

件なとを根拠に、殺人の迫徳竹・反遺徳件を論じることはできない。これらの

根拠は州対性に晒されているからだ。ある人たちにと／つて残虐な場面も、別の

人たちにとって、あるいは別の、たとえば戦場というような状況では、むしろ
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現代におけるカント実践円やの意義（山根）

日常的なありふれた場血になってしまうだろうr

この間題の出発点は、人はそれぞれ∩らの生死を獅）る権限を椚－る、との

考えだろう＝円らの′1死は、たしかに、何かを自分のものとし、これを所有す

る場合の、もの（所イr物）以卜の重要仰せもつが、少なくとも、他者ではなく

Hらの意山二依るものた、と考えることができるだろうし他苫ではなく＝分が、

この自分の身体を′・rり維持し生死を決断することを任されているし、

こう考えると、日記の「腑をついて、他者の金銭を盗み1作る」ィ、遺徳か弟と、

論卿勺なfl組みが共通していることが見えてくる．、他省の合点を得ることなく、

他者の身体に関する権限を、奪い取る了」み、そしてその延長卜に、他者の身体

を白分の所イj物として扱う行為、その称端な行為が殺人に他ならない。人を殺

すことのィ、造徳性は、盗む、jJねと、論理的に川じ構造をもっている。

遺徳・不道徳行わのカント的な剛」は他ならぬ「論理」に基つく－それゆえ、

結果的には、他の文化・宗教にも認められる購内である。殺人・姦淫・l呑み・

偽証を戒める文rJは、キリスト教にも仏教にも、その他の多くの；」、敦にもみら

れる事柄である。

ここで「f殺は許されるべき行わか」「∩殺は道徳裾二認められるへきか」

の問題を検‖」Lよう（，

「自殺」あるいは「口死」とは、円らの′1＿命を自らの古山二より絶つ行為で

ある。問題は、「Hらの生命」をとのように理研するか、である。ここには2

つの、ン」易が考えられる、

ひとつには、私だけのものではない、私のものであると共に私以外の他者の

ものでもある、とみる立場である。もうひとつは、私の生釦は、原Hl川勺に、私

の自由になるものである、とみる、r′域である。

後者の場合、口殺は、道徳的に認めるへき行調となるだろう‖私のものを私

の意志で対処するからである〔、これに対し、r」相の立場からは、自殺は、道徳

的に認めがたい行端となるだろうr　私だけのものではない私の牛命を、私だけ

の意亮、で対処することになるからだ。

近年人いに議論されている「共什」という概念は、このrn殺」の考察との

関連でいうと、「他釦に文えられ、他者を支える私の′巨命」と換言できるだろう。
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現代におけるカント実柁哲学の餌義（】1」根）

「共生」を人間の生命の本質とみるならば、前述の「私の年令は、私だけの年

給ではない」との＿、上場に呼応するものだ。

5　定言命法が2つ関連する場合

定言命法が2つ関連する場合というのは、たとえば「嘘はついてはならない」

と「人を殺してはならない」という2つの道徳的行為が、時間土前後するもの

の、ひとつの同じ状況の中で行われる場合である。ある男に命を珊われている

友人が、助けを求めて、わたしのところにやって来る。その後で、男が戸Uに

来て、「お前の友人が、ここにいるだろう」と問う。わたしはなんと答えるへ

きか。カントは、」J直に嘘をつかずに「いる」と答えるべきだ、という（注3）。

カントとは異なり、わたしなら、別の答えを用意する。「いない」‖　この答え

は、嘘である。この臆は、はたして道徳的か不道徳的か。許されないか、許さ

れるかじ　この話では、まず、友人が訪ねて来て、「命を狙われている。助けて

欲しい」という願いを聞き入れて、「分かった。力になろう」という趣旨の会

話があったものと考えるのが当然であろう。

この時l亨で、わたしには友人に則する約束を守る「義務」が、遺徳的な義務

が生じる。この「友人の命を全力で守る」という義務が、この後のわたしの行

為を拘束する。だから、追っかけて来た男の問いには、やはり、この義務遂行

の観点からもっとも有効な返事をするべきであろう。「いない」という臆白身は、

確かに、不道徳であろうが、このような観点からさけられない、いや必要な不

道徳といえるだろう。

時間r畑二光に為された行基は、後の行為を拘束する、，2つの同じように道徳

的な行為が並んだ場合、先のてJ烏を優先的に扱うべきである。この点で、カン

トの答えは、支持しかたい。

問軌．1をより明確にするために、次のように考えてみようU

仮に、友人の命を狙う刀が、イ■けらかの理由により、先に訪ねてきたとする。「お

前の友人がこの家にいるだろう」という問いに、「いない」と答えるのは自然

であり、道徳的である。実際、友人は、まだ家の小二はいないからだ。この間

二・



現代におけるカント実蟻普学の意義（両税）

答の後に、遅れて友人が訪ねてきて、「私の命を剃う男がいる。ここに障って

欲しい」と助けを願うなら、「分かった－）できるだけのことをLよう」という

のが、道徳的であろう0そして、この約束を守るように行動すべきである。

この場合、先の答え「いない」は、後の「分かった－，できるたけのことをし

よう」を、事実l、拘束することはない。その粗目は次の通りである。

先の行烏は、「いない」と発Rする軌J∫て、行為としては完了しているから

である‖後の、友人に封する約束「分か／Jた○できるだけのことをしよう」は、

それ以前の行紬二よって拘束されてはいない、、ただし、この行為（約束）は、

友人がこの家に店続けるかきり、その臥私の行動を拘束しっつけるのである。

数分のこともあれば、放刷閏のことも、葦射lのことも、そして、数年にわたる

ことも、ありうる〔

6　現代社会とカント実践哲学

現代社会のひとつの特件は、いわゆる・l育種化が急激に進展していることであ

る。打倒的な量の情報に収用匿ほれて、おおくの人たちがィ．往　手薄しているよ

うに見える‖

カントは、自律がなくては‖‥lがない、と考えていた。r‖鵬に、合法性と道

徳性の峻別にも、おおいに関心をもっていた‖カ／トは、人ひとりの人間が、

よく考え、「1分の格律が普遍性を獲絹できるか、自分で考え、その結果、道徳

的とみなされる■甘柿を行うのがよい、と考えていた。この「川‡伯答の■l・から追

徳性が牛まれる、と考えていた‖これが自律の椚則二照肘㌻る。他ノ」、合法紺

は、字l会のノ雌やルールをよく理解しト順守することである‖この場合、与え

られた規範やルールは、カント的には、他律の原群である。

規代においても、カント的な意味での白山は、人々の内面的なR発的な行為

が保証されている場で、実現可能であるといえよう。外からの斥例的な一筒の情

報を、卜手に選択し、選り分けて吸収した場合でも、はたしてそれが帥lな一章

せ、の発揮といえるのか、疑問が残る。

情報化のもつもう　つの問題は、匪γ．の問題である。おおくの情報が、匿名
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酬いこおけるカント実践哲学の意義（山根）

のひとたちによって提供されている。その情報の倍悪性は鞘単には確認できな

い。誹誘中傷が、大下を振って歩いている。さらに、情報の受け手も、また、

【軍γ．で行動でき、反応することもできる。惰報の両端に、発信者と受。者の双

ソJに、匿名の「だれか」が位置している。このようなコミュニケーションの形

態は、か／）てなかったものだ。

新聞の投書欄には「紙「匿名」が　一部認められている場合がある。しかし、

この場合にも、当の新聞社には、匿名ではなく、実幸一を知らせなければならな

い。それが、投㍍のルールである。実名を伏せたままの投吉は、その情報のイJ

憑刊のイJ無の軌■】から、まったく講にならないのである。新聞社は、たとえH

を通しても、け／Jして採川することはない。

こうしたIll束のメティアの慣例には、情報とその】当き千・抑い丁のl貯係が当

然のことく明確であった。だれが、どこで、とのような状況で話した事柄か、

が判然としていたしJ

／「日のm報化ヰ【会においては、匿名者によって薙倍された惰報が、　人歩き

し、姿をかえ、世界を股に掛けているようだ。万一の場合も、だれひとりとL

L∴㍍任を取るものはいないようだ。

人間には、欲求とよぶべき「したいこと」とともに、「なすへきこと」とい

う義務があることを、カントの実践粋芋は数えている。人間は、そもそも何を

なすへきか、この間いかけをじっく　検討するためにも、カント的な実践甘プ

の復椎が望まれる。

「2011年9日16日17［］にl；射圧された「第4回Ul巨打ギシンポシウム」川一匹い」ヒ

京入学）における報7㌧に　郎修日を加えたものが、本論考である√〕］
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現代におけるカント実践哲守の正義仙根）

注

（1）「それゆえ・′LLr的命法が■■件　の命法であり、それも次のものである，「ィ．【条か．牛山的

法則となることを、・榊）†諸を通じて＝分が何時に古歌できるような爪条に従っての

み、行為しなさいく1J　カントr人倫の什州巨fの基礎／Jけ」（■785イrH川l俊帆尺
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